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厚生労働大臣 後藤 茂之 殿 

 

中央最低賃金審議会 

会長 藤村 博之 

 

 

令和４年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申） 

 

令和４年６月 28日に諮問のあった令和４年度地域別最低賃金額改定の目安について、 

下記のとおり答申する。 

 

記 

 

１ 令和４年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみる

に至らなかった。 

２ 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解（別紙

１）及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告（別紙２）を地方最低賃金審議会

に提示するものとする。 

３ 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会にお

いて、別紙１の２に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されるこ

とを強く期待するものである。 

４ 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性については労使共

通の認識であり、生産性向上の支援や官公需における対応を含めた取引条件の改善等に

引き続き取り組むことを政府に対し要望する。 

５ 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金を受給できるよう

一層の取組を求めるともに、特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産

性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、原材料費等の高騰に

も対応したものとするなどのより一層の実効性ある支援の拡充に加え、最低賃金が相対

的に低い地域における重点的な支援の拡充を強く要望する。 

６ 下請取引の適正化については、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化

施策パッケージ」（令和３年 12月）及び「取引適正化に向けた５つの取組」（令和４年２

月）に基づき、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材

料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を強く要望する。また、

行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によっ

て当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時

における特段の配慮を要望する。 


